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雇用仲介事業の利用にあたっての留意事項の周知協力依頼について 

 

厚生労働省、こども家庭庁及び文部科学省では、昨今、人材不足が特に顕著な

医療・介護・保育・幼児教育施設において、雇用仲介事業（職業紹介事業者、募

集情報等提供事業者）を利用した際に利用料金等についてトラブルとなるケー

スが発生していることを踏まえ、公的職業紹介の機能強化と雇用仲介事業の適

正な事業運営確保に係る取組を進めているところです。 

また、「職業安定法施行規則」（昭和 22 年労働省令第 12 号）の一部改正に伴

い、令和７年４月１日より職業紹介手数料の職種毎の平均手数料率の実績を厚

生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」に掲載することが職業紹介事業

者に義務づけられたところです。 

 これにより、各施設の求人者が、当該サイトに既に掲載されている就職実績、

定着状況、返戻金制度の有無に加えて、新たに掲載される紹介手数料実績を確認

することで、安心・納得して職業紹介事業者を選択することが期待されるところ

ですが、そのためには求人者である各施設の方々に当該サイトを確実に認知し、

利用いただくことが重要と考えております。 

 このため、今般、別添の「人材サービス総合サイト」リーフレットを作成しま

したので、以下の周知の事例を参考に、管内の各施設に対するリーフレットの配



布等を通じたサイトの周知について、特段のご配慮を賜りますようお願い申し

上げます。 

 

 

【医療関係の周知の事例】 

① 都道府県が保有している管内の医療機関の連絡先を使った周知 

② 都道府県が実施する医療施設管理者向けの研修における周知 

③ ナースセンターへの周知 

④ 関係団体が開催する総会等各種会議での周知 

 

【介護関係の周知の事例】 

① 都道府県又は市区町村が行う集団指導時における周知 

② 都道府県が保有している管内の介護事業所・施設の連絡先を使った周知 

③ 福祉人材センター事業担当者会議での周知 

④ 関係団体が開催する総会等各種会議での周知 

 

【保育関係の周知の事例】 

① 都道府県又は市区町村が保有している管内の保育施設の連絡先を使った周

知 

② 都道府県又は市区町村が実施する保育施設管理者向けの研修における周知 

③ 保育士・保育所支援センター事業担当者会議での周知 

④ 関係団体への周知 

 

【幼児教育関係の周知の事例】 

① 都道府県又は市区町村が保有している管内の幼児教育施設の連絡先を使っ

た周知 

② 都道府県又は市区町村が実施する幼児教育施設管理者向けの研修における

周知 

③ 関係団体開催する総会等各種会議での周知 

 



医療・介護・保育分野の人手確保のために
有料職業紹介事業者を利用される求人事業主の皆さまへ

国内全ての職業紹介事業者に関する情報を
確認・検索できるサイトのご案内

都道府県労働局

職業紹介事業者の
上手な探し方

ご 存 知 で す か ？

【マスコットキャラクターじゅきゅにゃん】
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職業紹介事業者の利用に際して

参考としている基準はありますか？

そんなときは
「人材サービス総合サイト」をチェック！

たとえば・・・

就職実績
職業紹介
手数料

就職後の
定着状況

返戻金
制度

「人材サービス総合サイト」の特徴

✓ 国内全ての職業紹介事業者に関する以下の情報を確認できます。

⚫ 紹介事業者があっせんした就職者数、就職者数のうち

採用後６か月以内の離職者数

⚫ 紹介手数料の実績

⚫ 返戻金制度の有無・内容 など

事業者を
選択する際
などにご活用
ください。

で検索
人材サイト

【お知らせ】

職業安定法施行規則の一部改正により、令和7年4月1日以降、職種毎の平均手数料率等の

実績を人材サービス総合サイトに掲載することが職業紹介事業者に義務付けられています。

（※） 各職業紹介事業者の取扱い上位5職種に限り、常用就職の紹介実績が10件以下の場合は、

掲載対象外です。



実際に「手数料実績率」を検索してみましょう（簡単７ステップ）

（ １ ）

（ ２ ）

1 トップページの「職業紹介事業」をクリック

2 まずは都道府県（必須）を選択
手数料実績率について
（１）業界の傾向が知りたい場合は「全国」をチェック
（２）事業所所在地の地域の傾向が知りたい場合は「該当の都道府県」をチェック

「詳細検索条件」をクリック３



４ ５

一度、前の画面に戻るので「検索」をクリック

一番下の「OK」をクリック

続いて「手数料実績率・額」を選択

手数料率の場合、0.1～999.9の間で入力が可能
手数料率の場合は「％」手数料額の場合は「円」を選択

上から2段目にある、職業紹介事業の運営「法第32条の16第3項に関する事項
（情報提供）その②」の「取扱業務の職種」から職種を選択

たとえば・・医療分野の場合、医師は「g医師」、看護師は「023看護師、准看護師」
介護分野の場合、施設介護員は「050施設介護の職業」、訪問介護員は
「051訪問介護の職業」
保育分野の場合、保育士は「h保育士」

４

５

６

７

検索結果は次のページです



「人材サービス総合サイト」の検索結果画面はこちら

許可・受理番号
／許可年月日・
届出受理年月日

事業主氏名
／事業所名称

事業所所在地
／電話番号

就職者
離職者数
（無期雇用の
うち就職後
６ヶ月以内）

（人）

取扱業務の職種
手数料実績率

（額）
（％または円）

備考
4ヶ月以上
有期及び
無期（人）

4ヶ月以上
有期及び
無期（人）
うち無期
（人）

4ヶ月未満
有期（人日）

00-00-
00000

令和○年○
月○日

A社

●●県▲▲市
■■■■
00(0000)0000 44 44 0 0 4.看護師、准看護師 12.6％

00-00-
00000

令和○年○
月○日

B社
●●県▲▲市
■■■■
00(0000)0000

64 5 855 1 4.看護師、准看護師 18.3％

00-00-
00000

令和○年○
月○日

C社
●●県▲▲市
■■■■
00(0000)0000

135 97 3,105 14 4.看護師、准看護師 20.0％

00-00-
00000

令和○年○
月○日

D社
●●県▲▲市
■■■■
00(0000)0000

0 0 3,244 0 4.看護師、准看護師 20.0％

2
3

4

1

1 たとえば・・
・都道府県：関東
・取扱業務の職種：看護師、准看護師
・手数料率：1％～20％ で検索

2 「手数料実績率」
での昇降順の
並べ替えも可能

3 検索時の条件に
沿った「手数料
実績率」が表示

4 クリックすると
「詳細情報」が表示

職業紹介事業者の就職実績や定着状況、手数料実績を一覧でチェック。

気になる項目から並べ替えて比較することもできます

「詳細情報」をクリックすると過去５年分の就職者数・離職者数に加えて、

職種毎の手数料実績をチェックすることができます

情報登録年度

就職者 離職者数
（無期雇用のうち就職後

６ヶ月以内）
（人）

離職が判明せず
（無期雇用のうち就職後

６ヶ月以内）
（人）

4ヶ月以上
有期及び無期（人）

4ヶ月以上
有期及び無期（人）
うち無期（人）

4ヶ月未満有期
（人日）

平成31年度 231 185 4,140 15 0

令和02年度 132 105 5,220 10 0

令和03年度 186 122 1,080 24 0

令和04年度 143 94 5,010 14 0

令和05年度 146 109 0 18 0

令和06年度 135 97 3,105 14 0

過去5年分の就職者数・離職者数が表示

職種毎の手数料実績が表示

取扱業務の職種 手数料実績率・額

023 看護師、准看護師 令和06年度 20.0％
008 建築・土木・測量技術者 令和06年度 35.0％
049 福祉・介護の専門的職業 令和06年度 20.0％
024 医療技術士 令和06年度 20.0％
034 一般事務・秘書・受付の職業 令和06年度 20.0％



厚生労働省は、医療・介護・保育の団体の皆様のご協力をいただいて定めた基準を満たす

有料職業紹介事業者を「適正な有料職業紹介事業者」として認定、公表しています。

数多くある職業紹介事業者の中から、安心して利用できる事業者を選ぶ基準の一つとし

てこちらのサイトもご活用ください。

医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者 特設サイト

https://www.jesra.or.jp/tekiseinintei/

【認定マーク】

医師・看護師などの医療従事者や介護従事者、保育士・幼稚園教諭などの採用にあたっ

て雇用仲介事業を利用し、契約や利用条件等を巡ってトラブルとなるケースがあります。

雇用仲介事業のサービスに関してトラブルが発生した場合には、最寄りの

都道府県労働局『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』でご相談

を受け付けています。

医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度

厚生労働省が定める基準を満たす「有料職業紹介事業者認定制度」を

併せてご活用ください

職業紹介事業者との契約や利用条件について、お困りの場合は

都道府県労働局に設置する「特別相談窓口」をご利用ください

人材確保にあたっては無料でご利用いただける「ハローワーク」をご活用ください

ハローワークでは、医療・福祉（医療、介護、保育）などの分野へのマッチング

支援を強化するため、全国の主要なハローワークに「人材確保対策コーナー」を

設置し、求人者への求人充足に向けたコンサルティングやマッチングイベント

（職場見学会、就職面接会等）を随時開催しています。

また、福祉人材センターやナースセンター、保育士・保育所支援センター

等とも連携し、多くの求職者に登録いただいています。


